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個人情報も自治も軽視
ＮＰＯ法人アジア太平洋資料センター共同代表・
 内田聖子

り
、
ご
質
問
の
２
０
２
０
年

１
月
15
日
の
診
療
に
つ
い
て

の
一
部
負
担
金
は
、
何
も
し

　

２
０
２
０
年
１
月
15
日
に

診
療
し
た
分
の
一
部
負
担
金

を
窓
口
で
未
払
い
の
ま
ま
、

来
院
さ
れ
な
く
な
っ
た
患
者

さ
ん
が
い
ま
す
。
ど
う
し
た

ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

 

（
30
代
男
性
）

　

歯
科
医
師
と
患
者
と
の
間

の
診
療
契
約
に
よ
り
、
患
者

に
は
診
療
報
酬
を
支
払
う
義

務
が
あ
り
ま
す
。
保
険
診
療

に
お
け
る
一
部
負
担
金
も
同

じ
で
す
。
そ
こ
で
、
歯
科
医

師
は
、
患
者
に
対
し
て
い
つ

で
も
診
療
報
酬
を
請
求
す
る

権
利
が
あ
り
ま
す
が
、
消
滅

時
効
に
注
意
が
必
要
で
す
。

改
正
民
法
が
施
行
さ
れ
た
２

０
２
０
年
４
月
１
日
を
境

に
、
そ
の
前
の
診
療
契
約
及

び
診
療
行
為
に
対
す
る
診
療

報
酬
請
求
権
は
３
年
で
時

効
、
そ
れ
以
後
は
５
年
で
時

効
と
な
り
ま
し
た
。
つ
ま

診
療
報
酬
請
求
権
が
消
滅
し

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
た

め
、
時
効
ま
で
に
ア
ク
シ
ョ

ン
を
起
こ
さ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
、
患
者
さ
ん
に

請
求
書
を
出
し
、
手
紙
・
電

話
面
談
で
支
払
い
約
束
を
取

り
付
け
一
筆
書
い
て
も
ら
う

か
、
録
音
す
る
こ
と
で
す
。

内
容
証
明
郵
便
で
請
求
書
を

送
れ
ば
本
気
度
も
伝
わ
り
ま

す
し
、
時
効
の
直
前
な
ら
期

限
が
６
カ
月
延
長
さ
れ
る
効

果
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も

ダ
メ
な
ら
裁
判
手
続
で
す
。

支
払
督
促
、
少
額
訴
訟
、
民

事
調
停
、
通
常
訴
訟
な
ど
、

個
別
事
情
に
よ
っ
て
ふ
さ
わ

し
い
手
段
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
上
記
の
よ
う
に
民
法
改

正
に
よ
っ
て
時
効
制
度
が
変

わ
っ
た
の
で
、
早
い
段
階
で

弁
護
士
に
ご
相
談
下
さ
い
。

　

未
払
い
は
診
療
拒
否
の
正

当
理
由
に
な
ら
な
い
と
さ
れ

ま
す
し
（
応
召
義
務
違

反
）、
何
よ
り
患
者
さ
ん
と

の
間
に
無
用
な
ス
ト
レ
ス
を

生
ま
な
い
よ
う
に
、
未
払
い

の
事
情
に
も
配
慮
し
て
対
応

さ
れ
る
の
が
良
い
と
思
い
ま

す
。

 

（
弁
護
士　

宮
本
亜
紀
）

な
い
ま
ま
２
０
２
３
年
１
月

15
日
を
経
過
す
る
と
、
患
者

さ
ん
が
時
効
だ
と
言
え
ば
、

転ばぬ先の　
　法律相談

医院経営

第６回 窓口負担が未払のままの患者　どう対応すれば？

請求権の時効期限に注意 事情踏まえ手段選択

イラスト・辻井タカヒロ

コ
ロ
ナ
禍
の
歯
科
の
経
営
悪
化

国
の
責
任
で
減
収
補
填
を

　

緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
約
２
カ
月

が
経
過
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
歯
科
医
療

機
関
に
患
者
が
戻
ら
な
い
状
況
が
続
い
て

い
る
。
患
者
の
減
少
は
経
営
悪
化
に
直
結

す
る
問
題
だ
。
地
域
住
民
の
口
腔
の
健
康

を
支
え
る
と
い
う
公
共
的
役
割
を
果
た
す

に
は
、
経
営
の
安
定
が
欠
か
せ
な
い
。
減

収
の
補
填
を
国
の
責
任
で
実
現
さ
せ
る
こ

と
が
急
務
だ
。

　

協
会
が
会
員
に
対
し
て
６
月
下
旬
に
行

っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
緊
急
事
態
宣
言

解
除
（
５
月
21
日
）
か
ら
１
カ
月
を
経
て

も
、
回
答
し
た
会
員
の
８
割
で
昨
年
同
時

期
と
比
べ
て
患
者
数
が
減
少
し
て
い
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、「
定
期
検
診
の
患
者

様
が
減
少
し
た
」「
リ
コ
ー
ル
の
患
者
様

の
来
院
が
な
い
」「
予
約
を
制
限
し
て
い

る
」
な
ど
の
意
見
が
示
す
通
り
、
院
内
感

染
を
心
配
す
る
患
者
の
受
診
手
控
え
と
医

療
機
関
側
の
診
療
自
粛
が
続
い
て
い
る
。

　

支
払
基
金
の
２
０
２
０
年
４
月
分
の
診

療
報
酬
の
確
定
件
数
が
明
ら
か
に
な
り
、

対
前
年
同
月
比
で
全
国
的
平
均
で
は
22
・

３
％
減
、
大
阪
で
は
26
・
１
％
減
だ
っ

た
。
協
会
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
５
月
の
患
者

数
・
保
険
収
入
と
も
協
会
が
４
月
に
行
っ

た
調
査
と
同
水
準
の
落
ち
込
み
を
示
し
て

お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
４
〜
６
月
の
３

カ
月
連
続
の
減
収
は
必
至
と
い
え
る
。

　

医
療
機
関
の
経
営
危
機
が
叫
ば
れ
る
な

か
、
第
２
次
補
正
予
算
で
は
医
療
従
事
者

等
へ
の
慰
労
金
や
感
染
拡
大
防
止
等
の
た

め
の
支
援
事
業
な
ど
、
支
援
策
が
拡
充
さ

れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
保
団
連
や
協

会
な
ど
医
療
団
体
の
声
が
政
治
を
動
か
し

た
一
定
の
成
果
だ
が
、
経
営
の
安
定
化
に

は
程
遠
い
内
容
だ
。
テ
ナ
ン
ト
事
業
者
に

対
す
る
家
賃
補
助
事
業
で
は
、
売
り
上
げ

の
減
少
幅
に
高
い
要
件
が
課
さ
れ
る
な

ど
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。

　

保
団
連
・
協
会
は
前
年
度
実
績
に
基
づ

く
診
療
報
酬
の「
概
算
払
い
」や
支
援
金
に

よ
る
減
収
分
の
補
填
な
ど
に
よ
る
補
償
を

国
に
求
め
る
署
名
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

国
民
皆
保
険
制
度
の
も
と
、
保
険
医
療

機
関
に
は
非
営
利
で
公
益
的
な
役
割
が
要

請
さ
れ
て
い
る
。
地
域
医
療
を
守
る
矜
持

を
胸
に
、
声
を
上
げ
よ
う
。

理事会報告　19・20年度 第16回（７／11）
【当面の課題、承認事項】
（１）新型コロナウイルス感染症対策
　・国のフェイスガードやガウン、グローブの配布協力
　・歯科受診を促すポスターの作成
　・全ての医療機関への緊急財政措置を求める会員署名
　・新型コロナ対策を求める大阪府交渉
（２）患者・利用者負担増反対署名運動
　・「負担増ストップ」署名を12月末まで継続。目標２万筆
（３）オンライン資格確認やマイナンバー保険証化に反対
　・７月25日付機関紙で危険性や問題点を知らせる
（４）「大阪都構想」住民投票を断念させる取り組み
　・ 「『大阪都』構想で医療・福祉はどう変わるのか」をテーマに９月12

日（土）午後６時からＭ＆Ｄホールで学習会を開催。

 

「
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
」
と

は
、
国
家
戦
略
特
区
制
度
の
も

と
新
た
に
設
置
さ
れ
る
仕
組
み

で
あ
る
。
国
家
戦
略
特
区
は
、

加
計
学
園
問
題
で
安
倍
首
相
の

「
お
友
達
優
遇
特
区
」
と
し
て

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
地
方
自
治
体
の
実
態
や
ニ

ー
ズ
よ
り
も
官
邸
の
意
向
あ
り

き
で
立
案
さ
れ
、
各
省
庁
を
飛

び
越
え
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
進

め
ら
れ
て
き
た
。
決
定
プ
ロ
セ

ス
も
透
明
性
が
低
く
、
特
定
の

委
員
や
そ
の
関
連
企
業
な
ど
利

害
関
係
者
の
影
響
へ
の
疑
い
も

強
い
。

　

そ
ん
な
特
区
を
使
っ
て
政
府

が
大
々
的
に
打
ち
出
し
た
の
が

「
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
構
想
」

だ
。
２
０
１
８
年
10
月
、「
ス

ー
パ
ー
シ
テ
ィ
構
想
の
実
現
に

向
け
た
有
識
者
懇
談
会
」（
座

長
は
竹
中
平
蔵
パ
ソ
ナ
グ
ル
ー

プ
会
長
）
が
設
置
さ
れ
た
。

　

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
構
想
と

は
、「
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
や

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
社

会
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
変
え

る
よ
う
な
最
先
端
の
『
丸
ご
と

未
来
都
市
』
を
、
複
数
の
規
制

を
緩
和
し
て
つ
く
ろ
う
」
と
い

う
も
の
だ
。
そ
の
「
実
証
実

験
」
の
場
が
自
治
体
。
有
識
者

懇
談
会
座
長
で
あ
る
竹
中
氏

は
、
自
治
体
が
規
制
緩
和
と
事

業
運
営
に
つ
い
て
の
強
い
権
限

を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
ス
ー

パ
ー
シ
テ
ィ
を
「
ミ
ニ
独
立
政

府
」
と
ま
で
言
い
切
る
。

規
制
緩
和
あ
り
き

　

そ
の
事
業
の
核
と
な
る
の

は
、「
デ
ー
タ
」
で
あ
る
。
住

民
の
個
人
情
報
に
当
た
る
も
の

も
あ
れ
ば
、
本
人
が
特
定
さ
れ

な
い
よ
う
加
工
さ
れ
た
デ
ー

タ
、
地
理
や
交
通
量
の
デ
ー
タ

な
ど
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ

る
。
こ
れ
ら
を
「
デ
ー
タ
連
携

基
盤
」
と
い
う
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
で
一
元
化
あ
る
い
は
分
散

管
理
し
、
異
な
る
サ
ー
ビ
ス
同

士
の
連
携
で
利
便
性
を
高
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
あ
る
人
が
ス
マ
ホ

の
ア
プ
リ
で
病
院
の
診
察
予
約

・「
大
阪
都
」
構
想
の
是
非
を
問
う
住
民
投
票

を
た
だ
ち
に
中
止
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
人

員
と
予
算
を
注
ぐ
こ
と

・
国
が
支
給
す
る
衛
生
材
料
を
必
要
と
す
る
す

べ
て
の
保
険
医
療
機
関
に
公
平
に
配
布
す
る
こ

と・
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
件
数
の
抜
本
的
拡
大
を
図
る
た

め
に
も
、
保
健
所
な
ら
び
に
保
健
セ
ン
タ
ー
の

機
能
を
拡
大
・
強
化
す
る
こ
と
。
医
師
が
必
要

と
判
断
し
た
場
合
は
速
や
か
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が

実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

・
歯
科
治
療
が
必
要
な
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者

（
疑
い
が
あ
る
患
者
）
の
受
け
入
れ
機
能
・
体

制
を
拡
充
す
る
こ
と

・
過
度
な
受
診
手
控
え
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
歯
科

受
診
の
安
全
性
・
重
要
性
を
発
信
す
る
こ
と

・
経
済
的
な
理
由
で
受
診
抑
制
が
起
こ
ら
ぬ
よ

う
、
医
療
費
の
減
免
制
度
を
創
設
す
る
こ
と

・
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
減
収
し
た
府
内
す
べ
て
の

医
療
機
関
お
よ
び
歯
科
技
工
所
に
対
し
、
給
付

金
等
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と

を
す
る
だ
け
で
、
自
動
的
に
タ

ク
シ
ー
会
社
か
ら
送
迎
タ
ク
シ

ー
が
配
車
さ
れ
、
診
療
後
に
は

ド
ロ
ー
ン
で
薬
が
自
宅
に
届
く

…
…
と
い
う
具
合
だ
。
確
か
に

便
利
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
会

審
議
で
も
懸
念
さ
れ
た
の
は
個

人
情
報
の
扱
い
で
あ
る
。

　

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
で
は
行
政

（
国
・
自
治
体
）
と
企
業
が
保

有
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
の
垣

根
を
取
り
払
っ
て
連
携
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
た
め
、
安
全
性

や
管
理
方
法
、
事
件
や
事
故
の

際
の
責
任
の
所
在
な
ど
論
点
は

尽
き
な
い
。
進
め
ら
れ
る
規
制

緩
和
の
内
容
に
つ
い
て
、
住
民

が
初
期
段
階
か
ら
意
見
を
述
べ

た
り
懸
念
を
表
明
し
た
り
す
る

機
会
は
十
分
保
障
さ
れ
て
お
ら

ず
、
地
方
議
会
の
関
与
・
承
認

も
法
律
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
。
住
民
自
治
や
民
主
主

義
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
と
い

う
批
判
も
生
じ
た
。

 

（
つ
づ
く
）

危ないスーパー
シティ構想 上

論点
　2020年５月、新型コロナウイルス感染が拡大する
中、「スーパーシティ法案（国家戦略特区法の改正
案）」が国会で成立した。マスメディアではほとんど
取り上げられず、国会論戦も深まらないままの可決だ
った。規制緩和ありきで安全性や責任の所在を軽視
し、企業と行政の連携を推進するその構想とは…。Ｎ
ＰＯ法人アジア太平洋資料センター共同代表・内田聖
子氏に寄稿してもらった。

ま
る
で
ミ
ニ
独
立
政
府
？

２
０
２
０
年
大
阪
府
交
渉

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の
充
実
等

を
求
め
る
要
望
内
容
（
抜
粋
）


